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自然再生推進法の概要
自然再生推進法は、自然再生の基本理念、実施者等の責務、その他推進上必要な事項を定
め、自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する
社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的。

参考資料

自然再生基本方針
■ 自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針

■ 環境大臣が、農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して案を作成し、閣議決定

■ おおむね5年ごとに見直し
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自然再生事業実施計画案の協議自然再生事業実施計画案の協議


